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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

中之条町 

１ 促進計画の区域 

 

別紙地図に記載のとおりとする。 

 

２  促進計画の目標 

 

１ 中之条地域 

 (1) 現況 

本地域は、標高300mから400mの比較的平坦な南向きの河岸段丘に開けた、町中心

部に位置している。 

水稲栽培を中心に酪農や花卉栽培が行われているが、都市計画による用途区域が

設定されており、水田地帯であったJR中之条駅南地区などは、近年の都市開発によ

り介在農地が多く見られるようになった。 

町全体が過疎化にあっても定住人口の減少が鈍いこの地域では、都市化が進行し

ていることから、農用地の確保とともに排水などの水利用において、留意する必要

がある。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進するとと

もに、同項第２号に掲げる事業を推進することで、地域の生産基盤を確保し、都市

化する現状においても農業生産活動が実施できるよう、多面的機能の発揮し、都市

と農村の調和を図る。 

 

２ 沢田地域 

(1) 現況 

本地域は、標高400mから800mに位置する中山間地域である。 

四万川と上沢渡川、またその支流を水源とした稲作の他、「沢田の味」に代表され

る加工野菜の産地となっている。またリンゴ、梨などの果樹栽培も盛んで、四万、沢

渡温泉の観光客をターゲットにした直売施設が沿線国道に並び、秋になると賑わいを

みせる。 

ただ折田地区を除く山間地域では、農業者の高齢化・減少に伴い集落機能が低下し、

その結果有害獣被害が増加し、農業生産活動や多面的機能の発揮が危惧されている。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進するとともに、

同項第２号に掲げる事業を推進することで、農用地の荒廃化を防止し適度な管理を行

うことで、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 
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３ 美野原・成田地域 

(1) 現況 

本地域は、吾妻川の河岸段丘最上部の標高600mから800mに位置する、200haに及ぶ農

用地を有する町内最大の穀倉地帯となっている。 

「美野原」地区と「成田」地区に区分され、美野原地区では水稲を中心に、他にも

一般野菜、花卉・花木、施設園芸が行われている。また成田地区では水稲、花卉・花

木、施設園芸の他、担い手への土地集約により、近年では乾燥芋用のサツマイモ栽培

や酪農家による飼料作物の大規模栽培が行われている。 

担い手への土地集約がし易い基盤にあるため、今後美野原土地改良区などを中心に、

環境保全に適応した栽培方針も取り組んでいく。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、町内最大の穀倉地帯である本地域の多面的機能をより一層高めるため、

法第３条第３項第１号、第２号に掲げる事業を推進するとともに、同項第３号に掲げ

る事業を推進する。 

 

４ 伊参地域 

(1) 現況 

本地域は、ほぼ全域が標高500mから800mの山間地に属しており、複数の水源に属す

る小規模不整形な水田が多く存在する。 

人口減少が著しく、次世代の定住もすすまないことから、地域営農の一部が既に破

綻している状況にある。これに伴い有害獣被害の発生も増加し、生産意欲の低下や所

得の減少を招いている。 

そのような中でも五反田地区での花卉栽培への新規就農者の出現や、「花ゆかり」

を代表とする食味値の高い稲作などは、この地域の存続に関わる数少ない農業経営と

いえる。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進するとともに、同項第２号

に掲げる事業を推進し、行政区単位を基本とする集落全体での農用地維持を図り、多

面的機能の発揮を促進する。 

 

５ 名久田地域 

(1) 現況 

本地域は、名久田川と赤坂川を水源とした水田を中心に、比較的農地基盤整備が進

んだが、傾斜角度のきつい場所が多い。また畑地では、一般野菜の他にコンニャクや

飼料作物の栽培が行われている。 

ただいずれの耕地も担い手への集約が進行過程に有り、認定農業者を中心に、この

状況を継続していく必要がある。 
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(2) 目標 

(1)を踏まえ、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進するとともに、同項第２号

に掲げる事業を推進し、担い手への土地集約を一層推進し対象農用地を維持すること

で、多面的機能の発揮の促進を図ることとする。 

 

６ 六合地域 

(1) 現況 

本地域は、白砂川水系の谷間地区と、「暮坂」「田代原」「湯久保」地区といった

高原地区に広がる「旧六合村」全域とする。 

全地区で共通してクリスマスローズやオランダセダムといった花の施設栽培が盛ん

で、重要な経営資源となっている。また高原地区ではそばや名産の花豆などが比較的

大規模に栽培されている他、畜産農家による酪農も行われている。 

ただ農業者の高齢化が著しく、元々人口も少ないことから、集落機能の低下が顕著

で、今後の農業生産活動や多面的機能の発揮が危惧されている。 

(2) 目標 

(1)を踏まえ、本地域では、法第３条第３項第１号に掲げる事業を推進し、多面的機

能の発揮の促進を図ることとする。 

 

 

３  法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業 

に関する事項 

 

 実施を推進する区域 実施を推進する事業 

 
中之条地域 法第３条第３項第１号、２号に掲げる事業、 

大字西中之条、中之条町、伊勢町、青山、市城 

 

沢田地域 法第３条第３項第１号、２号に掲げる事業、 

大字山田、上沢渡、下沢渡（美野原、成田地域の重複地

区を除く）、四万（四万温泉地区及び美野原、成田地域

の重複地区を除く）、折田（美野原、成田地域の重複地

区を除く） 

 美野原、成田地域 法第３条第３項第１号、２号、３号に掲げる事業、 

沢田地域、伊参地域と重複しない大字下沢渡字美野原、

大字四万字三ノ原、大字折田字成田原、大字五反田字蓑

原、同字成田 

 

伊参地域 法第３条第３項第１号、２号に掲げる事業、 

大字岩本、五反田（美野原、成田地域の重複地区を除く）、

蟻川、大道 
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名久田地域 法第３条第３項第１号、２号に掲げる事業、 

大字平、横尾、大塚、赤坂、栃窪 

 
六合地区 法第３条第３項第１号に掲げる事業 

大字日影、赤岩、小雨、生須、入山 

 

 

４  法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施 

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

設定しない。 

 

５  その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

 法第３条第３項第１号に掲げる事業については、県の基本方針に定める推進組織へ参画

し実施していくものとする。また、法３条第３項第２号、第３号に掲げる事業についても、

関係者間で情報共有し効果的な推進ができるように、推進組織を活用できるものとする。 

法第３条第３項第２号（中山間地域等直接支払）事業に係る対象農用地の基準等につい

ては、別紙のとおりとする。 



促進計画（別紙） 

1 法第 3 条第 3項第 2 号（中山間地域等直接支払）事業について、次のとおり

定める。 

 

2  対象地域及び対象農用地 

(1) 対象地域及び対象農用地の指定 

交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうち

イの要件を満たす農振農用地区域内の農用地であって、1ha 以上の一団の農

用地とする。ただし、連担部分が 1ha 未満の団地であっても、集落協定に

基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面

積が 1ha 以上であるときは、対象とする。また、連担している農用地でも

傾斜等が異なる農用地で構成される場合には、一部農用地を指定すること

ができる。 

更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基

準を満たしている場合においては、当該一団の農用地について、協定の対

象となる農用地とすることができる。ただし、交付金の対象となる農用地

は、田のみとする。なお、畦畔及び法面も農用地面積に加える。 

ア 対象地域 

群馬県吾妻郡中之条町（特定農山村法・山村振興法・過疎法指定地域） 

イ  対象農用地 

(ｱ) 急傾斜農用地については、田 1/20 以上、畑、草地及び採草放牧地 15

度以上 

勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜

を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象

とする。 

(ｲ) 自然条件により小区画・不整形な田 

(ｳ) 積算気温が著しく低く、かつ、草地比率 70％以上の地域の草地 

(ｴ) 町長の判断によるもの 

a 緩傾斜農用地 

(a) 勾配が田で 1/100 以上 1/20 未満、畑、草地及び採草放牧地で 8度

以上 15 度未満の傾斜農用地を対象 

(b）高齢化率・耕作放棄率の高い農地 

  高齢化率が 40％以上であり、かつ、耕作放棄地率が次の式により

算定される率以上である集落に存する農地 

     （8%×田面積＋15%×畑）÷（田面積＋畑面積） 



 

(2) その他留意すべき事項 

ア 既耕作放棄地については、次のとおり取り扱うこととする。 

(ｱ) 既耕作放棄地を協定の対象とすることについては、集落協定の場合

は集落、個別協定の場合は認定農業者等の判断に委ねるものとする。 

(ｲ) 既耕作放棄地を集落協定や個別協定に位置づけた場合には、平成 31

年度までに既耕作放棄地を復旧又は林地化することを条件に当該既耕

作放棄地を協定認定年度から交付金の交付対象とする。 

なお、林地化する場合は、農地転用許可を得た上で、当該農用地が

将来確実に林地になると見込まれる植林がなされるものとする（「林

地化」については以下同じ。）。 

(ｳ) 集落協定又は個別協定に位置づけない既耕作放棄地（協定農用地の

生産活動に影響があると協定申請者が判断したもの）についても協定

農用地の農業生産活動等に悪影響を与えないよう既耕作放棄地の草刈

り、防虫対策等を行う。 

イ 限界的農地については、維持すべき農用地であるか否かを検討し、適

宜、林地化を推進することとする。また、林地化を行う場合においては、

集落協定にあらかじめ平成 31 年度までに林地化するための準備を行い、

植林すると位置付けられている場合は、平成 31 年度まで交付金の交付の

対象とする。 

ウ 現に自然災害を受けている農用地については、平成 31 年度までに復旧

し農業生産活動等を実施する旨が集落協定に位置付けられている場合に

は、協定認定年度から交付金の交付対象とする。 

 また、協定締結後に交付対象農用地が自然災害を受けた場合は、当該

協定の申請者は当該農地の復旧計画を町長に提出するとともに、当該復

旧計画を協定に位置付けることにより、引き続き交付金の交付対象とす

ることができる。 

エ 国、地方公共団体等が所有する農用地については、国、地方公共団体

並びに国及び地方公共団体の持分が過半となる第 3 セクターが所有し、

かつ農業生産活動等を行っている農用地については交付金の交付対象と

しない。 

オ 集落協定にあらかじめ位置付けられた土地改良事業又はこれに準ずる

事業を、通年施行により実施している農用地については、交付金の交付

対象とする。 

カ 現に耕作されていない農用地を維持管理農用地として交付金の交付対

象とする場合は、耕作意思を有する者（農作業受託を行う場合は受託者）



を明確にした上で、当該農用地の維持管理をしなければならない。 

 

3  集落協定の共通事項 

(1) 構成員の役割分担 

集落協定を締結する集落は、集落の実情に応じた協定の対象となる農用

地（以下「協定農用地」という。）及び水路・農道等についての管理の方

法及び管理体制を定める。 

ア  農用地等の管理方法 

協定農用地については、農業者自ら、集落内外の担い手若しくは農業

公社等が貸借、受託等により管理する等、集落協定参加者が協定に基づ

き管理する。 

また、水路・農道等については、集落、水利組合、土地改良区等が草

刈り、泥上げ等を行う。 

イ  集落協定の管理体制 

集落協定の管理体制については、集落の構成員の役割分担を明確にす

ることが必要であり、代表者、書記担当、会計担当、共同機械担当、水

路・農道等の管理担当等を置き、責任の明確化を図ることとする。 

また、水路・農道等の管理や集落内のとりまとめ等、集落営農上の基

幹的活動において中核的なリーダーとしての役割を果たす担い手となる

者を集落協定で指名する。 

(2) 農業生産活動等として取り組むべき事項 

ア  集落協定において、農業生産活動等及び多面的機能を増進する活動に

ついて、具体的に取り組む事項を記載する。 

なお、多面的機能を増進する活動については、一つ以上の取組を選択

して行うこととする。 

イ 集落協定及び個別協定は、平成 27 年度以降に締結することも可能とす 

る。 

(3) 集落マスタープラン 

ア 集落協定の将来像の明確化 

集落の実情を踏まえ、集落協定の参加者の総意の下に、当該協定が目

指す農業生産活動等の体制整備に向けた10～15年後の目標を明確に記載

することとする。 

イ 具体的活動計画 

アにより定めた目標を実現するための、協定認定年度から 5 年間の具

体的な活動計画について工程表の作成等を行うこととする。 

(4) 農業生産活動等の体制整備を図るための取組みとして活動すべき事項



（中山間地域等直接支払交付金実施要領第 6の 3の（2）のアの単価（以下

「通常単価」という。）を交付する協定にあっては必須事項であり、(3)「集

落マスタープラン」の内容と整合をとること。） 

ア 農用地等保全マップの作成 

将来にわたって適正に協定農用地を保全していくため、以下に例示さ

れる事項について定めた図面を協定認定年度に作成することとする。 

①農地法面、水路、農道等の補修・改良が必要となる範囲又は位置 

②既耕作放棄地の復旧又は林地化を実施する範囲 

③農作業の共同化又は受委託等が必要となる範囲 

④自己施工を行う施工箇所、整備内容、受益する農地の範囲及び面積（A

要件「生産条件の強化」を選択した場合に記載） 

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地の範囲及び面積

（A要件「多様な担い手の確保」を選択した場合に記載） 

⑥その他将来にわたって適正に協定農用地を保全していくために必要と

なる事項に関する範囲 

イ 次の(ｱ)、(ｲ)又は(ｳ)のいずれかを選択する。 

(ｱ) 以下の要件の a～ｊのうちから 2つ以上を選択し、さらにその中から 1

つ以上の活動項目を選択して、その活動項目における現況及び平成 31 年

度までに達成する目標を定める。 

a 協定農用地の拡大 

b 機械・農作業の共同化 

c 高付加価値型農業の実践 

d 地場産農産物等の加工・販売 

e 農業生産条件の強化 

f 新規就農者の確保 

g 認定農業者の育成 

h  多様な担い手の確保 

i 担い手への農地集積 

j 担い手への農作業の委託 

(ｲ) 以下の要件の a 又はｂのいずれかの活動項目を選択して、その活動項

目における現況及び平成 31 年度までに達成する目標を定める。 

a 集落を基礎とした営農組織の育成 

ｂ 担い手集積化 

(ｳ) 協定農用地について農業生産活動を継続し得る体制を構築し、集落

協定に位置付ける。 

(5) 加算措置適用のために取り組むべき事項 



ア 規模拡大加算については、集落協定又は個別協定に参加した農業者の

うち、認定農業者等及び新規就農者が平成 27 年度以降、新たに、対象農

用地に利用権の設定等又は農作業受委託契約に基づき、5年以上（契約の

残存期間が 5 年未満であっても、交付金の交付期間に契約を更新する場

合においては、引き続き対象とすることができる。）の期間継続して農

業生産活動等を行う場合を対象とし、平成 31 年度まで交付する。 

イ 土地利用調整加算については、平成 31 年度までに、認定農業者等、農

業法人（地方公共団体が出資する法人）、特定農業法人、農業協同組合

及び農業生産組織と新たに利用権の設定等又は基幹的農作業（田におい

ては 3 種類以上、畑においては 2 種類以上の農作業）の受委託契約を協

定農用地の 30％以上において行った場合、協定農用地のすべてに加算を

する。 

ウ 小規模・高齢化集落支援加算については、平成 31 年度までに、小規

模・高齢化集落内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小

規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算する。 

エ 法人設立加算については、次の場合に加算することとする。 

(ｱ) 特定農業法人を設立する場合 

(ｲ) 協定農用地の 30％又は 3ha のいずれか多い方の面積以上の農用地を対

象とした農業生産法人を設立する場合。ただし、協定外の農用地を含め

て法人を設立する場合は、協定内農用地が 1/3 以上とする。 

(6) 食料自給率の向上に資するよう規定される米・麦・大豆・草地畜産等に

関する生産目標 

集落協定において、主に生産している作物等の作付面積の目標を数値で

記載する。なお、米の生産に関する目標については、生産調整方針の運用

に関する要領（平成 18 年 11 月 9日付け 18総食第 778 号総合食料局長通知）

第 6 の 1 の規定に基づき提出された水稲生産実施計画書との整合を図り、

毎年度、これを定める必要がある。 

(7) 町の基本方針に盛り込む事項 

上記のほか、町が、地域の実情に応じて、集落協定に盛り込むべき事項

があると判断する場合には、当該事項を記載する。 

(8) 集落協定等の公表 

町長は、集落協定を認定した場合には、その概要を公表する。また、町

は、毎年、集落協定の締結状況、各集落等に対する交付金の交付状況、協

定による農用地の維持・管理等の実施状況、生産性向上、担い手定着等の

目標として掲げている内容及び当該目標への取組状況等直接支払いの実施

状況を公表する。  



(9) 農業委員会の役割 

農業委員会は農用地の所有者と農業生産活動等を行う者との調整を行

い、集落協定が円滑に締結されるよう努める。また、担い手の育成・定着

を通じて持続的な農業生産の確保が図られるよう、農地基本台帳等の情報

を活用し、新しい借手の発掘等の積極的な活動に努める。 

(10) 農業振興地域整備計画との整合性 

農業振興地域整備計画と整合性が図られるよう努める。農業の振興を図

るため農用地の保全等を図る必要がある場合には、農業振興地域整備計画

を見直す。 

 

4  個別協定の共通事項 

(1) 実施要領第 4 の 2 の(1)から(5)までのいずれかの基準を満たす農用地

において、認定農業者、これに準ずる者として町長が認定した者、第 3 セ

クター、特定農業法人、農協及び生産組織等（以下「認定農業者等」とい

う。）が、農用地の権限を有する者との間において利用権の設定等又は同

一生産行程における基幹的農作業（田においては 3 種類以上、畑において

は 2 種類以上、草地においては 1 種類以上の農作業）の受委託について次

のアからカまでの事項を規定する（ただし、カについては加算措置の適用

を受ける場合のみ必須事項）。 

ア 協定の対象となる農用地 

イ 設定権利等の種類 

ウ 設定権利者、委託者名（出し手） 

エ 設定権利等の契約年月日、契約期間 

オ 交付金の使用方法 

カ 加算措置適用のために取り組むべき事項 

(2) 本町の認定農業者等が一団の農用地すべてを耕作する場合及び群馬県に

あっては 3ha 以上（北海道にあっては 30ha 以上（草地では 100ha 以上））

の経営規模を有している場合（農業従事者一人当たりの農業所得が群馬県

の都市部の勤労者一人当たりの平均所得を上回る場合は除く。）で、実施

要領第 6の 2の(1）のアの(ｳ)で定める農業生産活動等として取り組むべき

事項を行う場合は、当該認定農業者等の自作地も協定の対象とすることが

できる。 

個別協定で、通常単価の交付の対象となるのは、次のとおりである。 

ア 自作地を含まない協定 

イ 自作地を含む協定で、実施要領の運用第 7の 2の(4)に定められる農用

地の利用権の設定等として取り組むべき事項として平成31年度までに利



用権の設定等又は同一生産行程における基幹的農作業（田においては 3

種類以上、畑においては 2 種類以上、草地においては 1 種類以上の農作

業）の受託面積の合計が協定農用地面積の 10％又は 0.5ha のうちいずれ

か多い方の面積以上増加する場合 

(3) 個別協定においては、1ha 以上の農用地のまとまりを求めない。 

 

5  対象者 

対象者は、集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活

動等を行う者とする。 

(1) 耕作、農用地管理等を行う者（農業生産法人、生産組織、第 3 セクター

等を含む。）を対象とする。農用地の所有者と作業の受託者等が共同して

維持・管理を行っている場合等にあっては当事者間の話し合いによりいず

れかを対象者とする。農業委員会等は、協定が円滑に締結されるよう、必

要とあれば農用地の所有者と農業生産活動等を行う者との調整を行う。 

(2) 農業従事者一人当たりの所得が各都道府県の都市部の勤労者の一人当た

りの平均所得を上回る農業者については、集落協定による直接支払いの対

象としない（一団の農用地の下限面積との関係もあり、このような農業者

の耕作する農用地も集落協定に含めることができるが、直接支払いの対象

とはしない。）が、個別協定の対象とはする。ただし、当該農業者が水路・

農道等の管理や集落内のとりまとめ等集落営農上の基幹的活動において中

核的なリーダーとしての役割を果たす担い手として集落協定で指定された

者であって、当該者の農用地に対して交付される額を集落の共同取組活動

に充てる場合は、直接支払いの対象とする。 

(3) 認定農業者に準じる者とは地域の実情に合わせて町が認定する者とす

る。 

 

6 集落相互間等の連携 

当町は、対象行為の取組み、生産性・収益の向上、担い手の定着、生活環

境の整備の目標、米・麦・大豆・飼料作物等の生産目標等に係る取組が円滑

になされるよう、集落相互間の連携の強化を図り、定期的に情報交換が行わ

れるよう努める。 

また、当町は、担い手のいない集落においても、担い手がいる集落の認定

農業者等が利用権の設定等又は農作業受委託を行うことにより集落協定が円

滑に締結され、農用地の適正な耕作・維持管理がなされるよう、集落の担い

手の状況、担い手の意向等の把握に努めるとともに、他の担い手のいる集落

等との統合及び連携に努める。 



特に、高齢化等により将来に向けた農業生産活動等の体制整備が困難な限

界的集落等においては、当該小規模・高齢化集落と他集落との統合及び連携

に努める。また、一集落内に複数存在する小規模な集落協定間等の統合・協

定活動の連携等にも努める。 

さらに、地域農業の状況等に応じて、農業公社、NPO 法人、農作業受託を行う民

間法人等の多様な主体の役割を明確化し、これら主体の集落協定への参加・連

携、個別協定の締結等が行われるよう努める。 

 

7 交付金の使用方法 

中之条町の交付金の使用方法については、次のとおり本町のガイドライン

を定めることとしたので、各集落において、これを参考にして使用方法を定

めることとする。 

(1) 集落協定の場合 

ア  町は、直接支払いの額を集落の代表者に対し交付する。 

集落の代表者は、次のイ及びウに対して支出する。 

イ 集落の共同取組の実施に次のとおり支出する。 

集落協定による共同取組活動を通じて耕作放棄を防止するが、共同取

組活動への支出額は個人配分に交付金額の 1/2 以上の額を支払った後の

額を使用することとし、自律的かつ継続的な農業生産活動の体制整備に

向けた活動に資するよう使用することが望ましい。 

(ｱ) 集落協定の管理体制における担当者の活動に対する経費 

(ｲ) 耕作放棄地の復旧等その他集落の農地の維持管理における共同の取組

としての活動に要する経費 

(ｳ) 水路・農道等の維持管理費として支払う経費   

(ｴ) 多面的機能を増進する活動に要する経費 

(ｵ) 将来に向けて農業生産活動等を継続するための体制整備として取り

組むべき活動に要する経費 

(ｶ) 加算措置（規模拡大加算、土地利用調整加算、小規模・高齢化集落支

援加算、法人設立加算）適用の為に取り組むべき活動に要する経費 

(ｷ) 既耕作放棄地の復旧又は林地化、限界的農用地の林地化を行うために

要する経費 

(ｸ) 交付金の積立・繰越（積立計画・使途計画等を明記する。） 

(ｹ) その他 

ウ 各筆毎の耕作者に耕作面積の割合等に応じて支払う。 

（注）農作業受委託が行われている場合には、全作業受委託の場合は一

括して作業受託者に、一部作業のみの場合は農用地所有者と作業受



託者が話し合いにより、いずれかに交付した後、両者が話し合って

按分する。 

(2) 個別協定の場合 

町は、交付金を、個別協定により農用地を引き受けた者に交付する。 

 

8  交付金の返還等 

(1) 交付金の返還 

ア 協定違反となる場合 

一部農用地について耕作放棄が生じ、集落内外の関係者（第 3 セクタ

ー等を含む。）でこれを引き受ける者が存在せず協定に違反した場合に

は、協定参加者に対し、協定農用地すべてについて協定認定年度に遡っ

て交付金の返還を求める。 

このような事態を防止するため、町や農業委員会は第 3 セクターや農

協等が農用地を引き受けるよう、あっせん、指導等を行う。 

なお、協定農用地の一部を集落協定に参加する新規就農者又は農業後継

者の住宅用地に転用する場合であって、町長が他に適切な住宅用地がな

いこと及び協定に定める活動等に支障がないことを判断した場合は、当

該転用部分のみについて協定認定年度に遡って返還を求める。 

イ マスタープランに定めた取組みが行われなかった場合 

中間年における評価で集落マスタープランに定めた取組みが適切に実

行されておらず、改善の見込みがない場合には当該年度以降の交付金の

交付を行わない。 

ウ 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項が行われない場合 

集落協定及び個別協定で通常単価の要件として取り組むべき事項が平

成 31年度までに行われなかった場合は交付金額に 0.2を乗じた額を協定

認定年度に遡って返還する。なお、途中の年度で協定を変更して同事項

を定めた協定に関しては当該変更年度からの返還とする。 

また、中間年における評価の結果、通常単価の交付要件として取り組

むべき事項が行われず、平成 31 年度までに行われることが困難な場合に

おいても同様の返還措置を講じることとする。 

エ 加算措置に係る事項が行われなかった場合 

土地利用調整加算、法人設立加算について中山間地域等直接支払交付

金実施要領の運用に定められた基準が平成31年度までに達成されない場

合又は中間年の評価の結果、目標の達成が見込まれない場合においては、

当該加算額について協定認定年度に遡って返還する。 

また、規模拡大加算を適用した農用地については、協定期間中に利用



権の設定等又は農作業受委託契約の解除が行われた場合は当該農用地分

の交付金を協定認定年度に遡って返還し、次年度以降の交付金の交付対

象としない。 

(2) 不可抗力の場合の免責事由 

次のような場合は不可抗力として協定認定年度に遡っての返還は求めな

いが、病気の回復、災害からの復旧等を除き、当該年度以降の支払いは行

わない。 

ア  農業者の死亡、病気、高齢等により農業生産活動等の継続が困難と認

められる場合 

イ  自然災害の場合 

ウ  土地収用法(昭和 31年法律第 219号)等に基づき収用もしくは使用を受

けた場合又は収用適格事業(土地収用法第 3 条)の要請により任意に売渡

もしくは使用させた場合 

エ 自己施工により農道又は水路に転用した場合。 

オ  農地転用の許可を受けて農業用施設用地等とした場合 

また、アの場合において集落協定の他の構成員が高齢化等により当該

農用地を引き受けることが困難であるときは、集落の代表者は速やかに

町、農業委員会等に対し、受託者、賃借者のあっせん等を申し出る。 

 

9  市町村における生産性・収益の向上、担い手の定着、生活環境の整備等に

関する目標 

 当町は、将来における持続的な農業生産活動等を可能とするため、現状と 5

年後の生産性・収益の向上、担い手の定着及び生活環境の整備等に関する目

標と、その目標の達成のために講じる施策（新規就農者の参入、オペレータ

ー等の募集、雇用状況の改善、認定農業者の育成、担い手への農用地の利用

集積の促進、生活環境の整備等）について、地域の実情を踏まえ以下のよう

に定める。 

(1) 生産性・収益の向上に関する目標 

 ア 農作業の効率化を推進するため、農作業の受委託を推進する。 

 イ 農業機械・施設の共同利用を推進する。 

 ウ 農作業の共同化を推進する。 

 エ 農用地の連担化・交換分合等により生産性の向上を図る。 

 オ 高付加価値農業の推進を図る。 

(2) 担い手の定着に関する目標 

  ア 新規就農者の参入を図る。 

 （ｱ）新規就農者に対して集落内の離農者の家屋を利用・整備する等住



宅の確保を図る。 

      (ｲ) 町と連携し、新規就農者の受け入れ先農家の確保や農業技術習

得のための研修への担い手の参加を図る。 

 イ オペレーターの育成・確保を図る。 

     集落リ－ダ－・オペレーターを、新技術の修得のための研修会などへ

の参加を図る。 

 ウ 認定農業者の育成を図る。 

      認定農業者等の経営研修、技術研修等の研修会への参加を図る。 

 エ 利用権設定等による担い手への農用地の面的集積を図る。 

      農地利用についての利用権の設定又は農作業受委託を希望する農用地

所有者は集落の代表等を通じて町に申し出るものとする。 

 オ 酪農ヘルパーの集団的活用を図る。 

(3) 生活環境の整備等に関する目標 

 農道、生活排水等の生活環境の整備を図る。  

(4) その他地域の実情を踏まえた目標  

    高齢化に対応した生活環境の整備、高齢者活動の支援等高齢者対策の推進

を図る。 

 

10 実施状況の公表及び評価 

町長は、中間年評価として、平成 29 年度の実施状況の確認に併せて平成 29

年度中に集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事項、集落

マスタープランに定められた計画が実施されているか、自律的かつ継続的な

農業生産活動等の進捗状況を確認し、その結果について評価を行う。また、

最終年についても、中間年評価に準じた評価を行う。 

なお、町長は、当該協定の取り組みが計画どおりに実施されておらず、改

善措置を行っても活動目標の達成が困難だと判断した場合には、交付金の次

年度以降の停止等を行うことができる。 

 

11 その他必要な事項 

(1) 集落の実情に応じて集落協定に盛り込むべき事項は以下のとおりとす

る。 

ア 農用地に関連する土地改良事業の概要 

イ 現に災害を受けている農用地の災害復旧事業の概要 

ウ 協定認定後の地目の変更の内容 

 

(2) 農業生産条件の強化のための自己施工として、町長が地域の実情を踏ま



えて必要と認めるものは以下のとおりとする。 

 集落協定の参加者が行う共同作業による、ほ場整備、棚田の石垣・法面

の改良、農道の整備、水路の整備、防風林の設置、それらに準じる生産条

件を向上させる改良措置 

 

(4) 耕作放棄地の復旧に対する支援 

 耕作放棄地の復旧は、耕作放棄地再生利用緊急対策等の事業を活用しつつ推

進する。 


